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(57)【要約】
【課題】開口部装置の周囲の部位に設けられる庇部材、
水切部材、額縁部材などの各部材を設置するための新規
な技術を提案する。
【解決手段】開口部装置（サッシ１）と外壁材２Ａの境
界部に配置される枠周り部材（庇部材１０）が、サッシ
１の枠部材（上枠部材４０）と外壁材２Ａの間の箇所（
間に形成される隙間１００）を通して躯体４側に固定さ
れる、こととするものである。これにより、枠周り部材
の固定について、外壁材２Ａに対するネジ止めが行われ
ないため、外壁材２Ａの損傷や、ネジ止め部からの浸水
といった不具合の発生を防止できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部装置と外壁材の境界部に配置される枠周り部材が、
　前記開口部装置の枠部材と、前記外壁材の間の箇所を通して躯体側に固定される、
　開口部装置の枠周り部材の設置構造。
【請求項２】
　前記枠周り部材は、
　前記躯体に固定される前記開口部装置の枠部材、又は、
　前記躯体に固定される受部材に対して取付けられることで、
　前記躯体側に固定される、
　ことを特徴とする、請求項１に記載の開口部装置の枠周り部材の設置構造。
【請求項３】
　前記枠周り部材は、
　前記開口部装置の枠部材、又は、
　前記躯体に固定される受部材に対して嵌合固定される、
　ことを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載の開口部装置の枠周り部材の設置構造
。
【請求項４】
　前記枠周り部材は、庇部材、水切部材、又は、額縁部材のいずれかである、
　ことを特徴とする、請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の開口部装置の枠周り
部材の設置構造。
【請求項５】
　前記枠周り部材は、
　室内側の固定部と、室外側の部材の少なくとも二部材で構成される、
　ことを特徴とする、請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の開口部装置の枠周り
部材の設置構造。
【請求項６】
　前記固定部を固定後に、前記室外側の部材を前記固定部に固定する、
　ことを特徴とする、請求項５に記載の開口部装置の枠周り部材の設置構造。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サッシやドアなどの開口部装置の枠体に沿って設けられる庇部材や、水切部
材などの設置構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、サッシやドアなどの開口部装置においては、四周の枠体を額縁部材にて取り囲む
形態や、枠体の上部に庇部材を設ける形態や、枠体の下部に水切部材を設ける形態が知ら
れており、関連する技術について開示する文献も存在する。
【０００３】
　特許文献１では、サッシの枠体の周囲を取り囲むように額縁部材を設置する形態につい
て開示するものであり、額縁部材は外壁材の外面に対してネジ止めされることとしている
。
【０００４】
　特許文献２では、サッシの枠体の上枠に形成されるレールの部位のうち、もっとも外側
にあるレールの部位に取付ける庇部材について開示がなされている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－２８４５３１号公報
【特許文献２】実開昭６０－７５５２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のように、額縁部材を外壁材にネジ止めする形態では、外壁
材の損傷や、ネジ止め部からの浸水などの課題が生じることになる。また、額縁部材が外
壁材の裏側に設置される下地に対してネジ止めされる場合には、外壁材の裏側に配置され
る下地材と水切部材の位置合わせを行う必要があり、下地材の位置を確認しながらの作業
が必要であった。
【０００７】
　また、特許文献２のように上枠のレールの部位に取付ける形態では、サッシの仕様によ
っては、窓や網戸の開閉に支障が生じることが懸念される。
【０００８】
　そこで、本発明は、以上の問題に鑑み、開口部装置の周囲の部位に設けられる庇部材、
水切部材、額縁部材などの各部材を設置するための新規な技術を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【００１０】
　即ち、請求項１に記載のごとく、
　開口部装置と外壁材の境界部に配置される枠周り部材が、
　前記開口部装置の枠部材と、前記外壁材の間の箇所を通して躯体側に固定される、開口
部装置の枠周り部材の設置構造とするものである。
【００１１】
　また、請求項２に記載のごとく、
　前記枠周り部材は、
　前記躯体に固定される前記開口部装置の枠部材、又は、
　前記躯体に固定される受部材に対して取付けられることで、
　前記躯体側に固定される、
　こととするものである。
【００１２】
　また、請求項３に記載のごとく、
　前記枠周り部材は、
　前記開口部装置の枠部材、又は、
　前記躯体に固定される受部材に対して嵌合固定される、
　こととするものである。
【００１３】
　また、請求項４に記載のごとく、
　前記枠周り部材は、庇部材、水切部材、又は、額縁部材のいずれかである、こととする
ものである。
【００１４】
　また、請求項５に記載のごとく、
　前記枠周り部材は、
　室内側の固定部と、室外側の部材の少なくとも二部材で構成される、こととするもので
ある。
【００１５】
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　また、請求項６に記載のごとく、
　前記固定部を固定後に、前記室外側の部材を前記固定部に固定する、こととするもので
ある。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１７】
　即ち、請求項１に記載の発明においては、
　枠周り部材の固定について、外壁材に対するネジ止めが行われないため、外壁材の損傷
や、ネジ止め部からの浸水といった不具合の発生を防止できる。
【００１８】
　また、請求項２に記載の発明においては、
枠周り部材の固定について、外壁材に対するネジ止めが行われないため、外壁材の損傷や
、ネジ止め部からの浸水といった不具合の発生を防止できる。
【００１９】
　また、請求項３に記載の発明においては、
　枠周り部材の取付を容易に行うことができ、作業性に優れた構成を実現することができ
る。
【００２０】
　また、請求項４に記載の発明においては、
　庇部材、水切部材、又は、額縁部材について本発明を適用することができる。
【００２１】
　また、請求項５に記載の発明においては、
　例えば、固定部を共通の部品として使用するとともに、室外側の部材を施工箇所に応じ
て選定するといったことが可能となる。
【００２２】
　また、請求項６に記載の発明においては、
　固定部を単独で躯体側に固定可能となり、固定部の固定作業、及び、固定部に対する室
外側の部材の固定作業を、それぞれ容易に行うことが可能となる。特に、室外側の部材が
大型となる場合においては、まず、固定部を固定することによって、その後の室外側の部
材の固定部に対する固定作業が容易にできることとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】庇部材や水切部材の取付けの概要について示す図。
【図２】サッシの取付部位における縦断面図。
【図３】庇部材の設置構造について示す縦断面図。
【図４】（ａ）は受部材の固定について示す図。（ｂ）は受部材に対する庇部材の固定部
の固定について示す図。（ｃ）は固定部に対する庇形成部の固定について示す図。
【図５】枠部材に嵌合部を設ける例について示す図。
【図６】（ａ）は受部材の構造について示す断面図。（ｂ）は受部材の構造について示す
斜視図。
【図７】水切部材の設置構造について示す縦断面図。
【図８】（ａ）は受部材の固定について示す図。（ｂ）は受部材に対する水切部材の固定
部の固定について示す図。（ｃ）は固定部に対する水切形成部の固定について示す図。
【図９】水切部材の他の実施例について示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明は、図３に示す代表的な実施例に示されるように、
　開口部装置（サッシ１）と外壁材２Ａの境界部に配置される枠周り部材（庇部材１０）
が、サッシ１の枠部材（上枠部材４０）と外壁材２Ａの間の箇所（間に形成される隙間１
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００）を通して躯体４側に固定される、こととするものである。
【００２５】
　これにより、枠周り部材の固定について、外壁材２Ａに対するネジ止めが行われないた
め、外壁材２Ａの損傷や、ネジ止め部からの浸水といった不具合の発生を防止できる。な
お、「開口部装置の枠部材と、前記外壁材の間の箇所を通して躯体側に固定される」とは
、外壁材よりも室外側に配置される部位を有する枠周り部材を、外壁材よりも室内側に配
置される躯体側に固定するために、外壁材２Ａ（端面２ｍ）と枠部材（上枠部材４０）の
境界部の空間（以下の実施例では隙間１００）を利用することを意味するものである。
【００２６】
　また、図３に示すごとく、枠周り部材としての庇部材１０は、躯体４に固定されるサッ
シ１の枠部材（上枠部材４０）、又は、躯体４に固定される受部材３０に対して取付けら
れることで、躯体４側に固定される、こととするものである。
【００２７】
　なお、以下で説明する実施例では受部材３０を用いる実施形態としたが、受部材３０の
嵌合部３５（図６（ａ）参照）の部位を、図５に示すように、枠部材（上枠部材４０Ａの
）に嵌合部３５Ａを形成してもよい。つまり、外壁材２Ａと枠部材（上枠部材４０Ａの上
面部４１Ａ）の間の箇所に、嵌合部３５Ａを形成するものである。なお、図５の例では、
上面部４１Ａに厚肉部４１ｎを設け、この厚肉部４１ｎの上側に嵌合部３５Ａが形成され
ることとしている。なお、嵌合部３５（図４参照）や、嵌合部３５Ａ（図５参照）につい
ては、外壁材２Ａよりも室外側に配置されるものであってもよい。
【００２８】
　これにより、枠周り部材の固定について、外壁材２Ａに対するネジ止めが行われないた
め、外壁材２Ａの損傷や、ネジ止め部からの浸水といった不具合の発生を防止できる。な
お、特に、枠部材と別体の受部材３０を用いる形態によれば、枠部材の形状を問わずに本
発明を適用することができ、汎用性の広い構成とすることができる。
【００２９】
　また、図３及び図４（ａ）～（ｃ）に示すごとく、枠周り部材としての庇部材１０は、
サッシ１の枠部材（上枠部材４０）、又は、躯体４に固定される受部材３０に対して嵌合
固定される、こととするものである。
【００３０】
　これにより、枠周り部材の取付を容易に行うことができ、作業性に優れた構成を実現す
ることができる。
【００３１】
　また、図１に示すごとく、前記枠周り部材は、庇部材１０、水切部材２０、又は、額縁
部材８・９のいずれかである、こととするものである。
【００３２】
　これにより、これら庇部材１０、水切部材２０、又は、額縁部材８・９について本発明
を適用することができる。
【００３３】
　また、図３に示すごとく、枠周り部材（庇部材１０）は、室内側の固定部１１と、室外
側の部材（庇形成部１２）の二部材で構成している。なお、本明細書中における室内側、
室外側とは、各部位の相対位置を特定する場合における室内寄り、室外寄りを意味するも
のであり、実際に室内、室外に存在することを意味するものではない。
【００３４】
　これにより、例えば、固定部１１を共通の部品として使用するとともに、室外側の部材
（庇形成部１２）を施工箇所に応じて選定するといったことが可能となる。
【００３５】
　また、図３及び図４に示すごとく、室内側の固定部１１を固定後に、室外側の部材（庇
形成部１２）を固定部１１に固定する構成としている。
【００３６】
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　この構成によれば、固定部１１を単独で躯体側（受部材３０）に固定可能となり、受部
材３０に対する固定部１１の固定作業、及び、固定部１１に対する室外側の部材（庇形成
部１２）の固定作業を、それぞれ容易に行うことが可能となる。特に、室外側の部材が大
型となる場合においては、まず、固定部１１を固定することによって、その後の室外側の
部材の固定部１１に対する固定作業が容易にできることとなる。
【００３７】
　以下図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発明に係る枠周り部材としての庇部材１０や、水切部材２０の取付けの概要
について示す図である。図示せぬ躯体に対し、開口部装置としてのサッシ１や、外壁材２
Ａ・２Ｂ・２Ｃが固定され、サッシ１と外壁材２Ａ・２Ｂ・２Ｃの境界部に、庇部材１０
や水切部材２０が配置されるようになっている。
【００３８】
　また、図２は、サッシ１と外壁材２Ａ・２Ｃが躯体４・５に対し固定された状態につい
て示す縦断面図である。
　図２に示すごとく、躯体４に対しサッシ１の上部に配置される上枠部材４０が固定され
、この上枠部材４０の室外側斜め上方に、庇部材１０が配置される。また、躯体５に対し
サッシ１の下部に配置される下枠部材４５が固定され、この下枠部材４５の室外側斜め下
方に、水切部材２０が配置される。
【００３９】
　次に、サッシなどの上部に設けられる庇部材の設置構造について説明する。
　また、図３は、庇部材１０の設置構造について示す縦断面図である。
　図３に示すごとく、サッシの上枠部材４０の固定片４３は躯体４に対し固定されており
、また、庇部材１０を取付けるための受部材３０が、スペーサー材３（胴縁などの場合も
ある）を介して躯体４に対して固定される。
【００４０】
　また、図３に示すごとく、庇部材１０は、躯体４側に固定される受部材３０に取付けら
れ、外壁材２Ａから室外側に突出する状態で設けられている。また、庇部材１０は、サッ
シの上枠部材４０の上方であって、その先端の部位が、上枠部材４０よりも室外側に配置
されるようになっている。
【００４１】
　また、図３に示すごとく、庇部材１０は、例えば、アルミなどを押出成型、又は、金属
板材を板金加工した長尺の部材にて構成することができる。本実施例では、受部材３０側
に固定される固定部１１と、固定部１１に固定されて軒裏１２ａを形成する庇形成部１２
と、から構成されている。
【００４２】
　また、図３及び図４（ｂ）に示すごとく、庇部材１０の固定部１１は、断面視略Ｌ字状
の部材にて構成され、室外側の部位における上部と下部には、係合片部１１ｂ・１１ｃが
設けられる。また、固定部１１の室内側の部位には、受部材３０に形成される嵌合部３５
に嵌合される嵌合部１１ａが設けられる。この嵌合部１１ａは、溝状の嵌合部３５に嵌入
される二列の突条にて構成される。また、庇部材１０の固定部１１には、庇形成部１２の
室内側の下部１２ｄを下側から支持するための支持片部１１ｄが設けられる。
【００４３】
　また、図３及び図４（ｃ）に示すごとく、庇部材１０の庇形成部１２は、中空の長尺部
材にて構成される。また、庇形成部１２の室内側の部位には、固定部１１の係合片部１１
ｂ・１１ｃにそれぞれ係合するための係合片部１２ｂ・１２ｃが設けられる。
【００４４】
　また、図４（ｃ）に示すごとく、庇部材１０の固定部１１の係合片部１１ｂ・１１ｃに
対し、庇形成部１２の係合片部１２ｂ・１２ｃを係合させることで、固定部１１と庇形成
部１２の仮固定がなされ、その後、固定具５３を用いた固定部１１と庇形成部１２の固定
がなされるようになっている。本実施例では、まず上部の係合片部１１ｂ・１２ｂ同士を
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係合し、庇形成部１２を倒すようにすることで、下部の係合片部１１ｃ・１２ｃ同士の係
合が行われるようになっており、仮固定の作業が行いやすい構造となっている。
【００４５】
　また、図６（ａ）（ｂ）は、受部材３０の構造について示している。
　受部材３０は、アルミなどを押出成型、又は、金属板材を板金加工した長尺の部材であ
って、施工現場において、開口部装置の枠の長さ寸法に対応するように、切断加工などに
よる調整が適宜行うことができるものである。
【００４６】
　また、図４（ａ）及び図６（ａ）（ｂ）に示すごとく、受部材３０は、スペーサー材３
に対する設置面３１・３２と、この設置面３１・３２の表面側方向に突出する二つの壁面
部３３・３４を有して構成される。また、壁面部３３・３４の間には、溝状の嵌合部３５
が形成される。
【００４７】
　また、図３及び図６（ａ）（ｂ）に示すごとく、設置面３１・３２の表面側には、それ
ぞれパッキン材Ｐ１・Ｐ２が設けられている。パッキン材Ｐ１は、設置面３１と上枠部材
４０（上面部４１）の間に介挿される。パッキン材Ｐ２は、設置面３２と外壁材２Ａの裏
面の間に介挿される。このパッキン材Ｐ１・Ｐ２は、例えば、ゴム、樹脂、スポンジなど
の部材にて構成される。なお、受部材３０の具体的構成については、枠周り部材としての
庇部材１０（或いは水切部材、額縁部材）を固定できるものであれば、上記説明及び各図
に開示される形態に限定されるものではない。
【００４８】
　また、図３に示すごとく、壁面部３４と外壁材２Ａ（端面２ｍ）の間には、シーリング
材Ｓ２が充填される。これにより、上枠部材４０（上面部４１）と外壁材２Ａの間の箇所
（間に形成される隙間１００）が、シーリング材Ｓ２、及び、受部材３０によって塞がれ
るようになっている。
【００４９】
　そして、以上のようにして、図３に示すごとくパッキン材Ｐ１によって、受部材３０と
上枠部材４０の上面部４１の間の止水を実施することがきる。これにより、受部材３０と
上枠部材４０の間から室内側に水が浸入することを防止することができる。
【００５０】
　また、図３に示すごとく、シーリング材Ｓ２、及び、パッキン材Ｐ２によって、受部材
３０と外壁材２Ａの端面２ｍの間の止水を二段階で実施することができる。これにより、
受部材３０と外壁材２Ａ（端面２ｍ）の間から室内側に水が浸入することを防止すること
ができる。
【００５１】
　また、図４（ａ）～（ｃ）は、庇部材１０の取付手順について説明する図である。
　この取付手順について説明すると、図４（ａ）に示すごとく、まず、サッシの上枠部材
４０が固定された躯体４（スペーサー材３）に対し、ビスなどの固定具５１を用いて受部
材３０を固定する。なお、スペーサー材３が設けられない施工箇所においては、受部材３
０が躯体４に直接固定されることが考えられる。
【００５２】
　次に、図４（ｂ）に示すごとく、外壁材２Ａの設置を行うとともに、外壁材２Ａと受部
材３０（壁面部３４）の間にシーリング材Ｓ２が充填される。
【００５３】
　次に、図４（ｂ）に示すごとく、庇部材１０の固定部１１の嵌合部１１ａを、受部材３
０の嵌合部３５に嵌合させるとともに、固定具５２にて固定部１１を受部材３０に対して
固定する。なお、固定具５２を用いた固定を行うことにより、受部材３０に対する固定部
１１の固定を強固に行うことができ、固定部１１の意図せぬ脱落や、風による吹き上げ荷
重による脱落などの不具合をより確実に抑制可能となる。
【００５４】
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　次に、図４（ｃ）に示すごとく、庇形成部１２の室外側を高くして傾けた状態とし、庇
形成部１２の室内側上部の係合片部１２ｂを固定部１１の係合片部１１ｂに係合させ、そ
の後、庇形成部１２の室外側を下げるように倒すことで、下部の係合片部１１ｃ・１２ｃ
同士を係合させる。その後、固定具５３にて、固定部１１と庇形成部１２が固定される。
なお、固定具５３を用いた固定を行うことにより、固定部１１に対する庇形成部１２の固
定を強固に行うことができ、庇形成部１２の意図せぬ脱落や、風による吹き上げ荷重によ
る脱落などの不具合をより確実に抑制可能となる。
【００５５】
　そして、図３及び図４（ａ）に示すごとく、以上に述べた庇部材１０の設置構造におい
ては、外壁材２Ａに対するネジ止めが行われないため、外壁材２Ａの損傷や、ネジ止め部
からの浸水といった不具合の発生を防止できる。また、庇部材１０が上枠部材４０のレー
ルの部位（垂片４２ａ・４２ｂの部位）に取付けられないため、窓や網戸の開閉に支障が
生じることもない。また、庇部材１０は受部材３０に対して固定されるため、外壁材２Ａ
の裏側に配置される下地と水切部材２０の位置合わせを行う必要がない。
【００５６】
　また、図３及び図４（ｃ）に示すごとく、本実施例では、庇部材１０を、室内側の固定
部１１と、室外側の庇形成部１２のように二部材で構成している。なお、このほか、固定
部１１と庇形成部１２の間に別の部材を介装するなどしてもよく、少なくとも固定部１１
と庇形成部１２を有する構成であれば、本実施例に沿う形態となる。
【００５７】
　この構成によれば、例えば、固定部１１を共通の部品として使用するとともに、庇形成
部１２を施工箇所に応じて選定するといったことが可能となる。つまり、各施工箇所にお
ける仕様に応じて、外壁材からの出幅の大きい庇形成部を選定、或いは、出幅の小さい庇
形成部を選定、といった選定の自由度を確保することができる。また、庇形成部１２のほ
かに、別の化粧部材（意匠部材）を取付けることも可能であり、バリエーションに富んだ
実施態様を確保することができる。なお、本実施例の他、庇部材１０を一部材で構成する
実施形態も考えられる。
【００５８】
　また、図３及び図４に示すごとく、室内側の固定部１１を受部材３０に固定後に、室外
側の庇形成部１２を固定部１１に固定する構成としている。
【００５９】
　この構成によれば、固定部１１を単独で受部材３０に固定可能となり、受部材３０に対
する固定部１１の固定作業、及び、固定部１１に対する庇形成部１２の固定作業を、それ
ぞれ容易に行うことが可能となる。特に、庇形成部１２が大型となる場合においては、ま
ず、固定部１１を固定することによって、その後の庇形成部１２の固定部１１に対する固
定作業が容易にできることとなる。
【００６０】
　次に、サッシなどの下部に設けられる水切部材の設置構造について説明する。
　また、図７は、水切部材２０の設置構造について示す縦断面図である。
　図７に示すごとく、サッシの下枠部材４５の固定片４６が躯体５に対し固定される。ま
た、水切部材２０を取付けるための受部材３０Ａが、スペーサー材３（胴縁などの場合も
ある）を介して躯体５に対して固定される。
【００６１】
　また、図７に示すごとく、水切部材２０は、躯体５側に固定される受部材３０Ａに取付
けられ、外壁材２Ｃから室外側に突出する状態で設けられている。また、水切部材２０は
、サッシの下枠部材４５の下方であって、その先端の部位が、下枠部材４５よりも室外側
に配置されるようになっている。
【００６２】
　また、図７に示すごとく、水切部材２０は、例えば、アルミなどを押出成型、又は、金
属板材を板金加工した長尺の部材にて構成することができる。本実施例では、受部材３０
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Ａ側に固定される固定部２１と、固定部２１に固定されて上面に水切面２２ａを形成する
水切形成部２２と、から構成されている。
【００６３】
　また、図８（ｂ）に示すごとく、水切部材２０の固定部２１は、断面視略コ字状の部材
にて構成され、室外側における上部と下部には、係合片部２１ｂ・２１ｃが設けられる。
また、固定部２１の室内側の部位には、受部材３０Ａに形成される嵌合部３５に嵌合され
る嵌合部２１ａが設けられる。この嵌合部２１ａは、溝状の嵌合部３５に嵌入される二列
の突条にて構成される。
【００６４】
　また、図８（ｃ）に示すごとく、水切部材２０の水切形成部２２には、固定部２１の係
合片部２１ｂ・２１ｃにそれぞれ係合するための係合片部２２ｂ・２２ｃが設けられる。
そして、固定部２１の係合片部２１ｂ・２１ｃに対し、水切形成部２２の係合片部２２ｂ
・２２ｃを係合させることで、固定部２１と水切形成部２２の固定がなされるようになっ
ている。本実施例では、まず上部の係合片部２１ｂ・２２ｂ同士を係合し、水切形成部２
２を倒すようにすることで、下部の係合片部２１ｃ・２２ｃ同士の係合が行われるように
なっており、固定の作業が行いやすい構造となっている。
【００６５】
　また、図７及び図８（ａ）で示される受部材３０Ａは、図６（ａ）（ｂ）に示す受部材
３０の構造と同様であるため説明を省略する。なお、パッキン材の有無については、受部
材の設置箇所に応じて適宜選定することとしてもよい。
【００６６】
　また、図７及び図８（ｂ）に示すごとく、壁面部３４と外壁材２Ｃ（端面２ｎ）の間に
は、シーリング材Ｓ４が充填される。これにより、下枠部材４５と外壁材２Ｃの間の箇所
（間に形成される隙間１００Ａ）が、シーリング材Ｓ４、及び、受部材３０Ａによって塞
がれるようになっている。
【００６７】
　以上のようにして、図７に示すごとく、パッキン材Ｐ１によって、受部材３０Ａと下枠
部材４５の下面部４７の間の止水を実施することがきる。これにより、受部材３０Ａと下
枠部材４５の間から室内側に水が浸入することを防止することができる。
【００６８】
　また、図７に示すごとく、同様に、シーリング材Ｓ４、及び、パッキン材Ｐ２によって
、受部材３０Ａと外壁材２Ｃの端面２ｎの間の止水を二段階実施することができる。これ
により、受部材３０Ａと外壁材２Ｃ（端面２ｎ）の間から室内側に水が浸入することを防
止することができる。
【００６９】
　また、図８（ａ）～（ｃ）は、水切部材２０の取付手順について説明する図である。
　この取付手順について説明すると、図８（ａ）に示すごとく、まず、サッシの下枠部材
４５が固定された躯体５（スペーサー材３）に対し、ビスなどの固定具５５を用いて受部
材３０Ａを固定する。なお、スペーサー材３が設けられない施工箇所においては、受部材
３０Ａが躯体５に直接固定されることが考えられる。
【００７０】
　次に、図８（ｂ）に示すごとく、外壁材２Ｃの設置を行うとともに、外壁材２Ｃと受部
材３０Ａ（壁面部３４）の間にシーリング材Ｓ４がそれぞれ充填される。
【００７１】
　次に、図８（ｂ）に示すごとく、水切部材２０の固定部２１の嵌合部２１ａを、受部材
３０Ａの嵌合部３５に嵌合させるとともに、固定具５６にて固定部２１を受部材３０Ａに
対して固定する。なお、固定具５６を用いた固定を行うことにより、受部材３０Ａに対す
る固定部２１の固定を強固に行うことができ、固定部２１の意図せぬ脱落や、風による吹
き上げ荷重による脱落などの不具合をより確実に抑制可能となる。
【００７２】
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　次に、図８（ｃ）に示すごとく、水切形成部２２の室外側を高くして傾けた状態とし、
水切形成部２２の室内側上部の係合片部２２ｂを固定部２１の係合片部２１ｂに係合させ
、その後、水切形成部２２の室外側を下げるように倒すことで、下部の係合片部２１ｃ・
２２ｃ同士の係合が行われる。
【００７３】
　そして、図７及び図８（ａ）～（ｃ）に示すごとく、以上に述べた水切部材２０の設置
構造においては、外壁材２Ｃに対するネジ止めが行われないため、外壁材２Ｃの損傷や、
ネジ止め部からの浸水といった不具合の発生を防止できる。また、水切部材２０は受部材
３０Ａに対して固定されるため、外壁材２Ｃの裏側に配置される下地と水切部材２０の位
置合わせを行う必要がない。
【００７４】
　また、図７及び図８（ａ）～（ｃ）に示すごとく、本実施例では、水切部材２０を室内
側の固定部２１と、室外側の水切形成部２２のように二部材で構成している。なお、この
ほか、固定部２１と水切形成部２２の間に別の部材を介装するなどしてもよく、少なくと
も固定部２１と水切形成部２２を有する構成であれば、本実施例に沿う形態となる。
【００７５】
　この構成によれば、例えば、固定部２１を共通の部品として使用するとともに、水切形
成部２２を施工箇所に応じて選定するといったことが可能となる。つまり、各施工箇所に
おける仕様に応じて、外壁材からの出幅の大きい庇形成部を選定、或いは、出幅の小さい
庇形成部を選定、といった選定の自由度を確保することができる。また、水切形成部２２
のほかに、別の化粧部材（意匠部材）を取付けることも可能であり、バリエーションに富
んだ実施態様を確保することができる。なお、本実施例の他、水切部材２０を一部材で構
成する実施形態も考えられる。
【００７６】
　また、図７及び図８（ａ）～（ｃ）に示すごとく、室内側の固定部２１を受部材３０Ａ
に固定後に、室外側の水切形成部２２を固定部２１に固定する構成としている。
【００７７】
　この構成によれば、固定部２１を単独で受部材３０Ａに固定可能となり、固定作業を容
易に行うことが可能となる。特に、水切形成部２２が大型となる場合においては、まず、
固定部２１を固定することによって、その後の水切形成部２２の固定部２１に対する固定
作業を容易にできる。
【００７８】
　また、以上に説明した実施例においては、開口部装置と外壁材の境界部に配置される枠
周り部材（開口部装置の周囲の部位に設けられる部材（機能部材））として、庇部材や水
切部材など水平方向に設置される部材の例を用いて説明したが、このほかにも、図１に示
すごとく、サッシなどの開口部装置の縦枠と外壁材の境界部において、縦方向に設置され
る額縁部材８・９の設置についても、本発明は適用することができる。また、額縁部材８
・９の場合においても、上述した庇部材１０、水切部材２０（図２参照）と同様に、室内
側の固定部と、室外側の化粧部材（意匠部材）の二部材で構成することとしてもよい。ま
た、枠周り部材としては、手すり、花台、シャッター、面格子、目隠し、といった機能部
材、或いは、これら機能部材を支持するための部材も考えられる。
【００７９】
　さらに、図９に示す実施例のように、水切部材２０Ａのように、額縁部材８・９の下方
に配置される端部水切部材２０ａ・２０ｂと、その間に配置される額縁部材２０ｃの組み
合わせからなる構成とすることも考えられる。端部水切部材２０ａ・２０ｂと額縁部材２
０ｃとは、一体であってもよく、別体であってもよい。端部水切部材２０ａ・２０ｂにお
いては、額縁部材８・９から下方に流れる雨水などの水切りを行うことができる。
【００８０】
　この図９の例に示されるように、水切部材２０Ａなどの機能部材については、その長手
方向において複数の部材からなる構成とすることもできる。また、長手方向において、必
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要な機能（例えば、図９の例のように、端部においてのみ水切の機能）を持たせることも
可能であり、これによれば、部材の製作コストの低減や、意匠性の自由度を向上させるこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明の構成は、サッシ（窓）や玄関ドアなどの開口部装置と外壁材の境界部について
、幅広く適用することが可能である。
【符号の説明】
【００８２】
　１　　サッシ
　２Ａ　　外壁材
　３　　スペーサー材
　４　　躯体
　５　　躯体
　１０　　庇部材
　１１　　固定部
　１２　　庇形成部
　２０　　水切部材
　３０　　受部材
　３５　　嵌合部
　４０　　上枠部材
　４５　　下枠部材
　Ｐ１　　パッキン材
　Ｐ２　　パッキン材
　Ｓ２　　シーリング材
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